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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
汚泥に脱水助剤を添加した調質汚泥を固液分離装置（２０）で脱水するシステムにおいて
、
木質系または食品系のバイオマスを脱水助剤に使用して、
予め段階的に増減させる脱水助剤の供給量幅（ｂ）と、
固液分離装置（２０）に圧入する基準圧力（Ｐ０）、基準圧力の最大値である最大基準圧
力（Ｐｍａｘ）、基準圧力の最小値である最小基準圧力（Ｐｍｉｎ）を設定すると共に、
固液分離装置（２０）の圧入圧力（Ｐ）を一定時間ごとに測定し、
圧入圧力の計測値（Ｐ）が予め設定した基準圧力（Ｐ０）より低い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に増加させ、
基準圧力（Ｐ０）の範囲内に上昇するまでこの操作を繰り返すと共に、
圧入圧力の計測値（Ｐ）が予め設定した基準圧力（Ｐ０）より高い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に減少させ、
基準圧力（Ｐ０）の範囲内に下降するまでこの操作を繰り返し、
固液分離装置（２０）の圧入圧力（Ｐ）を基準圧力（Ｐ０）の範囲内に制御する
ことを特徴とする汚泥脱水処理システム。
【請求項２】
前記固液分離装置（２０）の基準圧力（Ｐ０）の代わりに基準ろ液量（Ｑ０）、基準ろ液
量の最大値である最大基準ろ液量（Ｑｍａｘ）、基準ろ液量の最小値である最小基準ろ液
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量（Ｑｍｉｎ）を予め設定して、
固液分離装置（２０）のろ液量（Ｑ）を一定時間ごとに測定し、
ろ液量の計測値（Ｑ）が予め設定した基準ろ液量（Ｑ０）より少ない場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に増加させ、
基準ろ液量（Ｑ０）の範囲内に上昇するまでこの操作を繰り返すと共に、
ろ液量の計測値（Ｑ）が予め設定した基準ろ液量（Ｑ０）より多い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に減少させ、
基準ろ液量（Ｑ０）の範囲内に下降するまでこの操作を繰り返し、
固液分離装置（２０）のろ液量（Ｑ）を基準ろ液量（Ｑ０）の範囲内に制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の汚泥脱水処理システム。
【請求項３】
前記固液分離装置（２０）の基準圧力（Ｐ０）の代わりに基準脱水ケーキ含水率（Ｗ０）
、基準含水率の最大値である最大基準含水率（Ｗｍａｘ）、基準含水率の最小値である最
小基準含水率（Ｗｍｉｎ）を予め設定して、
固液分離装置（２０）の脱水ケーキ含水率（Ｗ）を一定時間ごとに測定し、
脱水ケーキ含水率の計測値（Ｗ）が予め設定した基準含水率（Ｗ０）より高い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に増加させ、
基準含水率（Ｗ０）の範囲内に上昇するまでこの操作を繰り返すと共に、
脱水ケーキ含水率の計測値（Ｗ）が予め設定した基準含水率（Ｗ０）より低い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅（ｂ）だけ段階的に減少させ、
基準含水率（Ｗ０）の範囲内に下降するまでこの操作を繰り返し、
固液分離装置（２０）の脱水ケーキ含水率（Ｗ）を基準含水率（Ｗ０）の範囲内に制御す
る
ことを特徴とする請求項１に記載の汚泥脱水処理システム。
【請求項４】
前記脱水助剤を供給量幅（ｂ）だけ増加あるいは減少させて、脱水助剤の供給量（Ｂ）が
最大供給量（Ｂｍａｘ）あるいは最小供給量（Ｂｍｉｎ）に達する場合、警報を発するか
運転を停止する
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の汚泥脱水処理システム。
【請求項５】
前記脱水助剤として、木質系または食品系のバイオマスを脱水助剤に使用し、このバイオ
マスに綿状処理を施して、バイオマスの植物繊維を細分化したことを特徴とする請求項１
～４の何れか１項に記載の汚泥脱水処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機性汚泥に脱水助剤を添加して固液分離装置で脱水処理する方法の改良に関
し、特に、脱水助剤にバイオマスを用いて、バイオマスの添加率を制御することにより汚
泥の脱水性を向上させる汚泥脱水処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、難ろ過性の有機物を含有する下水等の汚泥は、凝集剤を添加して懸濁物質のフロッ
クを形成させて固液分離を行ない、脱水ケーキの含水率の低減を図っている。この難ろ過
性の汚泥を濃縮・脱水させる固液分離装置としては、フィルタープレス、ベルトプレス、
スクリュープレス、遠心脱水機等が良く知られている。
汚泥に脱水助剤を添加して脱水ケーキの含水率を低減させる技術も公知であり、運転開始
後に汚泥濃度に基づいて古紙添加率と薬注率を制御し、所定時間後にケーキ含水率に基づ
いて薬注率と古紙添加率を制御して、所定の含水率のケーキを得る技術が特許文献１に記
載している。
【０００３】
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また、特許文献２に記載のように、膨張粉砕処理した剪定枝、枯草、籾殻等の植物廃棄物
を脱水助剤として汚泥に混合し、低含水率の脱水ケーキを得る技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２２００８５号公報
【特許文献２】特開２００６－７６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来の難ろ過性の有機物を含有する下水等の汚泥は、固液分離装置での固液分離の際に脱
水性を安定させるために、汚泥性状に合わせて凝集剤の添加率を調整する必要がある。ま
た、汚泥の性状は季節や天候、時間等で刻々と変動しており、この変動に応じて汚泥を固
液分離装置に供給する供給ポンプの流量制御や、固液分離装置そのものを制御する必要が
あり、制御装置、システムが大型化する。
【０００６】
脱水ケーキの含水率に基づいて古紙添加率と薬注率を制御する方法は、まず薬注率で制御
し、薬注率が上下限値となった場合に古紙添加率を増減させるので、凝集剤のランニング
コストが大きなものとなる。また、脱水機の最終段である脱水ケーキの含水率を基に制御
を行うので、添加率を増減させた結果（ケーキ含水率の増減）がでるのが遅れるという問
題がある。
【０００７】
汚泥に脱水助剤として植物性繊維を混合する技術は公知である。汚泥の性状は季節や天候
、時間等で刻々と変動しており、この変動に応じて脱水助剤を添加することが重要となる
。
【０００８】
この発明は、流入する下水汚泥の性状変動に対応し、固液分離装置で安定した固液分離が
行えるように脱水助剤供給量を制御する汚泥脱水処理システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
この発明の汚泥脱水処理システムは、汚泥に脱水助剤を添加した調質汚泥を固液分離装置
で脱水するシステムにおいて、予め段階的に増減させる脱水助剤の供給量幅と、固液分離
装置に圧入する基準圧力、基準圧力の最大値である最大基準圧力、基準圧力の最小値であ
る最小基準圧力を設定すると共に、固液分離装置の圧入圧力を一定時間ごとに測定し、圧
入圧力の計測値が予め設定した基準圧力より低い場合、脱水助剤の供給量を供給量幅だけ
段階的に増加させ、基準圧力の範囲内に上昇するまでこの操作を繰り返すと共に、圧入圧
力の計測値が予め設定した基準圧力より高い場合、脱水助剤の供給量を供給量幅だけ段階
的に減少させ、基準圧力の範囲内に下降するまでこの操作を繰り返し、固液分離装置の圧
入圧力を基準圧力の範囲内に制御するもので、汚泥の性状変動に対して安定した脱水ケー
キを排出できる。また、発熱量の高い脱水ケーキを生成することができ、環境配慮型の制
御方法となる。
【００１０】
また、固液分離装置の基準圧力の代わりに基準ろ液量、基準ろ液量の最大値である最大基
準ろ液量、基準ろ液量の最小値である最小基準ろ液量を予め設定して、固液分離装置のろ
液量を一定時間ごとに測定し、ろ液量の計測値が予め設定した基準ろ液量より少ない場合
、脱水助剤の供給量を供給量幅だけ段階的に増加させ、基準ろ液量の範囲内に上昇するま
でこの操作を繰り返すと共に、ろ液量の計測値が予め設定した基準ろ液量より多い場合、
脱水助剤の供給量を供給量幅だけ段階的に減少させ、基準ろ液量の範囲内に下降するまで
この操作を繰り返し、固液分離装置のろ液量を基準ろ液量の範囲内に制御、
あるいは、固液分離装置の基準圧力の代わりに基準脱水ケーキ含水率、基準含水率の最大
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値である最大基準含水率、基準含水率の最小値である最小基準含水率を予め設定して、固
液分離装置の脱水ケーキ含水率を一定時間ごとに測定し、脱水ケーキ含水率の計測値が予
め設定した基準含水率より高い場合、脱水助剤の供給量を供給量幅だけ段階的に増加させ
、基準含水率の範囲内に上昇するまでこの操作を繰り返すと共に、脱水ケーキ含水率の計
測値が予め設定した基準含水率より低い場合、脱水助剤の供給量を供給量幅だけ段階的に
減少させ、基準含水率の範囲内に下降するまでこの操作を繰り返し、
固液分離装置の脱水ケーキ含水率を基準含水率の範囲内に制御してもよい。
【００１２】
脱水助剤を供給量幅だけ増加あるいは減少させて、脱水助剤の供給量が最大供給量あるい
は最小供給量に達する場合、警報を発するか運転を停止するので、安全運転が可能である
。
【００１３】
また、脱水助剤として、木質系または食品系のバイオマスを脱水助剤に使用し、このバイ
オマスに綿状処理を施して、バイオマスの植物繊維を細分化すると、繊維が汚泥に馴染み
やすくなり、真の含水率を低減することが可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明は、圧入ポンプや固液分離装置の複雑な制御を必要とせず、汚泥の性状変動に対し
て安定した脱水ケーキを排出できる。バイオマスの添加量を増減して変動因子を制御する
ので、構成が簡素であり、処理量の増加、脱水ケーキの含水率を低減できる。凝集剤の使
用量を削減できるので、コストの削減が可能となる。バイオマスを使用するので、発熱量
の高い脱水ケーキを生成でき、環境に配慮した制御方法である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明に係る脱水機の運転制御システムである。
【図２】同じく、運転制御システムのフローチャートである。
【図３】同じく、脱水ケーキ含水率・乾ケーキ処理量と脱水助剤添加率の実験データであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
図１はこの発明に係る脱水機の運転制御システムであって、汚泥供給管１と脱水助剤供給
管２を汚泥調整槽３に連結している。汚泥調整槽３には汚泥供給管１から供給する汚泥と
、脱水助剤供給管２から供給する脱水助剤とを攪拌混合するための攪拌装置４を設けてい
る。
【００１７】
脱水助剤は粉砕して脱水助剤貯留槽５に貯留しており、必要に応じて供給装置６で脱水助
剤供給管２を介して汚泥調整槽３に供給する。供給装置６は設備や脱水助剤に応じてベル
ト式、スクリュー式等適宜選択してもよい。
【００１８】
本実施例では、脱水助剤として未利用バイオマスを用いている。未利用バイオマスとは、
そのままの状態では利用価値が低く、通常は廃棄物として処分されているものである。具
体的には、木質系の籾殻、間伐材等や、食品系の茶粕、食物残渣等の植物性廃棄物がある
。
【００１９】
添加するバイオマスによっては、汚泥調整槽３に供給する前に、汚泥に馴染みやすい形状
・性状となるよう前処理を施してもよい。具体的には、破砕処理あるいは膨張軟化処理等
がある。膨張軟化処理とは、バイオマスを高圧下で所定時間保持した後、圧力を急激に解
放させることにより、圧縮されていた流体及びバイオマスの細胞膜内に含まれていた水分
などの流体が爆発的に膨張し、バイオマスの細胞膜を破砕する現象である。一方、粘結材
として関与していた、生物体由来の水溶性高分子も加水分解が進行し、低粘度になり、粘
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結力も低下して流動性が増加する。バイオマスのそれぞれの状態における特徴的な性質を
利用して廃棄物を加水分解して低分子化する処理である。
バイオマスを膨張軟化処理して細胞自体を破壊することにより、親水性に富み、分散性に
優れ、汚泥との混合がきわめて容易となる。
【００２０】
特に硬度の高いバイオマスの場合、膨張軟化処理を施した後、さらに綿状処理を施しても
よい。バイオマスの植物繊維を細分化することにより、繊維が汚泥に馴染みやすくなり、
真の含水率を低減することが可能である。
【００２１】
バイオマスの比重は汚泥より軽いため、汚泥調整槽３にて汚泥とバイオマスを攪拌混合す
る。汚泥調整槽３内でバイオマスと汚泥は均等に混合された調質汚泥となる。攪拌装置４
はバイオマスと汚泥を均等に攪拌混合するものであれば何でもよく、本実施例では撹拌翼
を用いている。
【００２２】
汚泥調整槽３で脱水助剤と混合した調質汚泥は、圧入ポンプ７により調質汚泥供給管８を
介して凝集混和槽９に圧送される。圧入ポンプ７の後段には計測器１０（流量計、濃度計
）を配設している。調質汚泥供給管８には凝集剤供給管１１が連結されており、凝集剤溶
解槽１２から凝集剤供給ポンプ１３により凝集剤（高分子凝集剤、無機凝集剤）が供給さ
れる。凝集剤供給ポンプ１３の後段には凝集剤の供給量を計測するための流量計１４を配
設している。なお、凝集剤供給管１１は凝集混和槽９に接続してもよい。
【００２３】
調質汚泥供給管８の計測器１０で計測した調質汚泥の固形物量と、凝集剤供給管１１の流
量計１４で計測した凝集剤の供給量を比較し、調質汚泥の固形物量に応じた凝集剤供給量
を凝集剤供給ポンプ１３により供給するよう制御する。本実施例では、凝集剤供給量は調
質汚泥供給量に比例して増減するように予め設定している。
【００２４】
凝集混和槽９には調質汚泥と凝集剤とを攪拌混合するための攪拌装置１５を設けている。
調質汚泥と凝集剤は凝集混和槽９で撹拌混合され、強力なフロックを生成する。脱水助剤
が凝集フロック同士を繋いで強力なフロックとなった凝集スラリーは、凝集スラリー供給
管１６を経て固液分離装置２０に圧入供給される。凝集スラリー供給管１６には固液分離
装置２０に圧入供給される凝集スラリーの圧入圧力を計測するための圧力計１７を配設し
ている。
【００２５】
固液分離装置２０は凝集スラリーを脱水処理できるもので、回分式ではフィルタープレス
、連続式ではベルトプレス、スクリュープレス、遠心脱水機等の従来の装置を用いること
ができる。
【００２６】
それぞれの固液分離装置２０の運転状態（圧入圧力、ろ液量、脱水ケーキ含水率等）に基
づいて、脱水助剤の供給量、凝集剤の添加率を制御する。
固液分離装置の安定運転に適した状態となるように汚泥性状（汚泥中の固液物量）を維持
することで、安定的なろ過作用を発揮でき、最適含水率で連続脱水を行うことができる。
【００２７】
詳述すると、固液分離装置２０の運転が開始されると、固液分離装置２０に供給される凝
集スラリーの圧入圧力、ろ液量、脱水ケーキ含水率は、それぞれ計測器１７ａ、１７ｂ、
１７ｃで計測されて制御装置１８に送られる。
【００２８】
固液分離装置２０の運転中は、汚泥性状の変動で汚泥のろ過性が悪くなって固液分離装置
２０への負荷が増えると、凝集スラリーの圧入圧力が上昇し、ろ液量が減少し、脱水ケー
キ含水率が高くなる。一方、汚泥のろ過性が回復して、固液分離装置２０への負荷が減少
すると、凝集スラリーの圧入圧力が下降し、ろ液量が増加し、脱水ケーキ含水率が低くな
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る。
【００２９】
そこで、本発明の制御装置では、計測器１７ａで測定した圧入圧力の計測値Ｐをあらかじ
め設定した基準圧力Ｐ０と比較判断して、計測値Ｐが基準圧力Ｐ０から外れていた場合、
供給装置６に指令を与えて脱水助剤の供給量を制御し、凝集スラリーの固形物量を増減さ
せる。脱水助剤の供給量を調整することにより、圧入ポンプ７や凝集剤の薬注率を制御す
ることなく、容易に固液分離装置２０に供給される凝集スラリーの圧入圧力を基準圧力Ｐ
０に維持することができる。
基準圧力Ｐ０は、ある程度の幅を持たせて設定することができ、圧入圧力の計測値Ｐがそ
の設定幅内にある時は、現状を維持した状態で通常運転を継続する。
【００３０】
より詳しく説明すると、圧入圧力の計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より低い場合には、制御装置
１８は脱水助剤の供給装置に指令を与え、脱水助剤の供給量を増加させる。固形物量が増
加した調質汚泥を圧入ポンプ７で固液分離装置２０に供給することにより、圧入ポンプ７
の吐出量や固液分離装置２０のケーキ滞留時間等を変更せずに圧入圧力を上昇させること
ができる。
【００３１】
一方、圧入圧力の計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より高い場合には、制御装置１８は脱水助剤の
供給装置６に指令を与え、脱水助剤の供給量を減少させる。固形物量が減少した調質汚泥
を圧入ポンプ７で固液分離装置２０に供給することにより、圧入ポンプ７の吐出量や固液
分離装置２０のケーキ滞留時間等を変更せずに圧入圧力を下降させることができる。
【００３２】
一旦、供給装置６の供給量を変更すると、一定時間経過後に再度圧入圧力を測定し、計測
値Ｐが基準圧力Ｐ０内に復帰するまで上記動作を繰り返す。
【００３３】
同様に、計測器１７ｂで測定したろ液量の計測値Ｑをあらかじめ設定した基準ろ液量Ｑ０
と比較判断して、計測値Ｑが基準圧力Ｑ０から外れていた場合、供給装置６に指令を与え
て脱水助剤の供給量を制御する。
また、計測器１７ｃで測定した脱水ケーキ含水率の計測値Ｗをあらかじめ設定した基準含
水率Ｗ０と比較判断して、計測値Ｗが基準含水率Ｗ０から外れていた場合、供給装置６に
指令を与えて脱水助剤の供給量を制御する。
【００３４】
脱水助剤の供給量を決定する供給装置６の増減幅は予め設定しておく。脱水助剤の供給量
の上限、下限を設定し、上限あるいは下限に達すると警報を発するか、あるいは運転を自
動停止して調査ができるようにしてもよい。
【００３５】
図２はこの実施の形態に係る汚泥脱水処理システムのフローチャートである。本実施例で
は、圧入圧力を一定に制御している。
Ａ．初期設定
凝集スラリーを固液分離装置２０に圧入供給する際の基準圧力Ｐ０を設定する。本実施例
では、最大基準圧力Ｐｍａｘと最小基準圧力Ｐｍｉｎの間を基準圧力Ｐ０として幅を持た
せている。
（なお、ろ液量を基に制御する場合には、最大基準ろ液量Ｑｍａｘと最小基準ろ液量Ｑｍ
ｉｘの間を基準ろ液量Ｑ０として幅を持たせ、脱水ケーキ含水率を基に制御する場合には
、最大含水率Ｗｍａｘと最小含水率Ｗｍｉｘの間を基準含水率Ｗ０として幅を持たせる。
）
脱水助剤の初期供給量Ｂ０，最大供給量Ｂｍａｘ，最小供給量Ｂｍｉｎ，段階的に増減さ
せる供給量幅ｂを設定する。
圧入ポンプ７の定格回転数Ｎを設定する。
凝集剤添加率Ａ０（凝集剤供給ポンプ回転数、凝集剤供給量）を設定する。
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【００３６】
Ｂ．運転開始
上記基準値Ｐ０，Ｂ０，Ａ０及び定格値Ｎにて各機器を運転する。尚、圧入ポンプ７は常
時定格回転数Ｎ、凝集剤供給ポンプ１３は計測器１０の計測値に従って比例制御で運転す
る。
【００３７】
Ｃ．圧入圧力比較
凝集スラリーを固液分離装置２０に圧入する際の圧入圧力を測定し、基準圧力Ｐ０と比較
する。
圧入圧力の計測値Ｐが基準圧力Ｐ０内にある場合は、各機器の運転を現状の状態で維持す
る。
計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より小さい場合は、フローチャートのＤへ移行して脱水助剤の供
給量を段階的に増加させる制御を行う。
計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より大きい場合は、フローチャートのＦへ移行して脱水助剤の供
給量を段階的に減少させる制御を行う。
【００３８】
Ｄ．脱水助剤の最大供給量比較
上記フローチャートＣにおいて、圧入圧力の計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より小さい場合は、
圧入圧力を上昇させるために脱水助剤を増加させるべく、段階的に増加させる供給量幅ｂ
を加味した供給量Ｂと最大供給量Ｂｍａｘとを比較する。
変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最大供給量Ｂｍａｘより小さい場合は、フローチャートの
Ｅへ移行して脱水助剤の供給量を段階的に増加させる制御を行う。
変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最大供給量Ｂｍａｘより大きくなる場合は、フローチャー
トのＨへ移行して、警報を発するか、あるいは固液分離装置２０の運転を自動停止させる
制御を行う。
【００３９】
Ｅ．脱水助剤供給量（増）
上記フローチャートＤにおいて、変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最大供給量Ｂｍａｘより
小さい場合は、脱水助剤の供給装置６を調整し、予め設定した分だけ脱水助剤の供給量を
増大させる制御を行う。本実施例の供給装置６はスクリュー式であるので、スクリューの
回転速度を増加させる制御を行うが、ベルト式等の他の供給装置の場合、ベルトの搬送速
度を増大させる等の供給量を増大させる制御を適宜行う。
【００４０】
Ｆ．脱水助剤の最小供給量比較
上記フローチャートＣにおいて、圧入圧力の計測値Ｐが基準圧力Ｐ０より大きい場合は、
圧入圧力を下降させるために凝集剤添加率を減少させるべく、段階的に減少させる供給量
幅ｂを加味した供給量Ｂと最小供給量Ｂｍｉｎとを比較する。
変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最小供給量Ｂｍｉｎより大きい場合は、フローチャートの
Ｇへ移行して脱水助剤の供給量を段階的に減少させる制御を行う。
変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最小供給量Ｂｍｉｎより小さくなる場合は、フローチャー
トのＨへ移行して、警報を発するか、あるいは固液分離装置２０の運転を自動停止させる
制御を行う。
【００４１】
Ｇ．脱水助剤供給量（減）
上記フローチャートＦにおいて、変更後の脱水助剤の供給量Ｂが最小供給量Ｂｍｉｎより
大きい場合は、脱水助剤の供給装置６を調整し、予め設定した供給量幅ｂ分だけ供給量を
減少させる制御を行う。
【００４２】
Ｈ．警報・運転停止
一定時間経過後に再度圧入圧力を測定し、計測値が基準圧力内に復帰するまで上記動作を
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値内に復帰しない場合は、警報を発するか、あるいは固液分離装置２０の運転を自動停止
する。
【００４３】
本実施例では圧入圧力を一定に制御しているが、ろ液量に基づいて脱水助剤の供給量を制
御しても同様のフローとなる。なお、脱水ケーキ含水率はフローチャートＣにおいて、計
測値と基準値の比較制御が反対となる。具体的には、計測値Ｗが基準含水率Ｗ０より高い
場合は、フローチャートのＤへ移行して脱水助材の供給量を段階的に増加させる制御を行
い、計測値Ｗが基準含水率Ｗ０より低い場合は、フローチャートのＦへ移行して脱水助材
の供給量を段階的に増加させる制御を行う。
【００４４】
図３（ａ）は「見かけ」、（ｂ）は「真」の脱水ケーキ含水率・乾ケーキ処理量と脱水助
剤添加率の実験データである。
脱水ケーキの見かけの含水率（見かけの処理量）とは、脱水助剤や凝集剤等の添加物の重
量を含めた実測値であり、真の含水率（真の処理量）とは、この実測値から添加物の乾燥
重量を除いた汚泥重量に対する含水率を算出した値である。
被処理液：下水汚泥
脱水助剤：膨張軟化処理を施した籾殻
【００４５】
脱水助剤の供給量を増加するにしたがって、脱水ケーキ含水率は低下し、ケーキ処理量は
増加している。これは、脱水助剤の重量を含めた「見かけ」だけでなく、脱水助剤の重量
を除いた「真」の脱水ケーキ含水率・ケーキ処理量でも同様の傾向を示している。
【００４６】
これは、バイオマスに含まれる組織状物を下水汚泥に添加することにより、下水汚泥の脱
水性・ろ過性が向上したためであり、脱水性能が「見かけ」だけでなく「真」でも向上す
る。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
本発明の固液分離装置の汚泥脱水処理システムは、圧入ポンプや固液分離装置の複雑な制
御を必要とせずに、脱水助剤の供給量だけで容易に制御することができる。したがって、
処理原液の性状が季節や天候等で刻々と変動する下水汚泥を固液分離する各種固液分離装
置に適用できる。また、高価な凝集剤の過剰添加がなく、脱水助剤としてバイオマスを用
いているので、発熱量の高い脱水ケーキを生成することができ、環境配慮型の制御方法で
ある。
【符号の説明】
【００４８】
２０　固液分離装置
　Ｐ　圧入圧力の計測値
Ｐ０　基準圧力
　Ｑ　ろ液量の計測値
Ｑ０　基準ろ液量
　Ｗ　脱水ケーキ含水率の計測値
Ｗ０　基準含水率
　Ｂ　脱水助剤の供給量
ｂ　供給量幅
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